
 
第２１回 大和川流域委員会  

 
 

日 時：平成２４年３月１２日（月） 
                       １３時００分から１５時００分 

場 所：大阪市中央体育館 大会議室 
 

 
 

 
 

議 事 次 第 
 

１． 開   会 

 

２． 議   事 

（１） 意見交換会審議報告 ････････････････････････････資料１ 

（２） 整備計画のスケジュールについて ････････････････資料２ 

（３） 大和川水系河川整備計画原案（たたき台）について 

････････････････････････････････資料３ 

（４） 河川整備計画（原案）に対する 

関係住民の意見の聴き方（案）について･･････････資料４ 

（５） その他 

  

３． そ  の  他 

 

４． 閉   会                              
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元大阪産業大学人間環境学部 
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委員総数１７名 



大和川流域委員会規約 

大和川流域委員会規約 

（趣旨） 

 第１条 

本規約は、「大和川流域委員会」（以下、「委員会」という。）の設置及び運営につい

て、必要な事項を定めるものである。 

（設置） 

 第２条 

委員会は、河川法（昭和３９年法律第１６７号）第十六条の二第三項に規定する趣

旨に基づき、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴くために近畿地方整備局長

（以下、「整備局長」という。）が設置する。 

（目的） 

 第３条 

委員会は、「大和川水系河川整備計画の案（直轄管理区画）」の策定にあたり、河川

管理者が策定する河川整備計画の原案、および関係住民の意見の聴き方について意

見を述べることを目的とする。 

（委員会の運営） 

 第４条 

委員会の委員は２０名以内で構成し、大和川水系に関し学識経験を有する者のうち

から整備局長が委嘱する。 

２．委員の任期は委員会設立の日から２年間とし、再任を妨げない。 

３．委員会は、必要と認める場合には、具体的候補者を選定のうえ、委員会委員として

追加するよう整備局長に要請することができる。なお、追加された委員の任期は前

項によるものとする。 

４．委員会は、審議しようとする事項について必要と認める場合は、分科会を設置する

ことができる。なお、分科会を設置する場合は分科会委員や分科会運営方針を別に

定める。 

（委員長） 

 第５条 

委員会には委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。 

２．委員長は会務を総括し、委員会を代表する。 

３．委員長に事故がある時は、委員長が予め指名した委員がその職務を代理する。 

（議事等） 

 第６条 

委員会は、委員長が招集する。 

２．委員会の議事・運営、審議結果のとりまとめ、および公表は委員会が行う。 

３．委員会は、委員総数の過半数の出席をもって成立する。なお、委員の代理出席は認

めない。 



大和川流域委員会規約 

４．委員会は、出席委員の三分の二以上をもって意志決定を行う。なお、少数意見は、

委員会が必要と認めるものについては付す。 

５．河川管理者は、委員から意見を求められたとき、または、委員長の許可を得て説明

や意見の表明を行うことができる。 

６．委員会は、必要に応じて専門的な知識を有する者の意見を聴く（書面を含む）こと

ができる。 

７．委員長は、必要に応じて一般傍聴者にも発言の機会を与える。 

８．委員会に、一般から寄せられた意見や資料の取り扱いは、委員長が判断する。 

（情報公開） 

 第７条 

委員会及び委員会審議に関する情報は原則として公開とし、情報公開の方法につい

ては委員会でこれを定める。 

２．河川管理者は、前項で定められた内容について協力する。 

（庶務） 

 第８条 

委員会の庶務は、近畿地方整備局から委託を受けた者が、中立的立場で委員会の指

示を受けて以下の業務を行う。 

１）会議資料（案）の作成 

２）議事録（案）の作成 

３）会議内容のとりまとめ及び公表資料（案）の作成 

４）委員会の議事・運営補助 

５）その他 

（規約の改正） 

 第９条 

本規約の改正は、委員総数の三分の二以上の同意を得てこれを行う。 

（雑則） 

 第１０条 

本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。 

付則 

（施行期間） 

この規約は、平成１６年５月２９日から施行する。 
 



情報公開の方法 

 

情報公開の方法 

大和川流域委員会規約第７条に基づく、情報公開の方法について以下のように定める。 

 

(1) 委員会の公開 

１）一般傍聴者に関する基本方針 

一般傍聴者の受け入れについては、全ての希望者が傍聴出来るよう可能な限り配慮す

る。 

２）一般傍聴者の申し込みの受付 

傍聴を希望する者は事前に申し込むことを基本とし、会場の収容能力に余裕があれば

委員会当日に会場にて受け付ける。 

３）申込人数が会場の収容人数を越える場合等の対応 

事前申し込みの人数が収容できる会場を準備することを原則とするが、申し込み人数

が会場の収容人数を超えた場合は抽選とする。 

事前申し込み人数が会場の収容人数未満の場合には、事前申込者はすべて傍聴を認め

る。当日会場で受け付けた申込者については先着順とする。 

４）会議の開催案内 

会議の開催案内は、原則として記者発表を通じての案内、及びホームページでの案内

とするが、その他の方法を妨げない。 

 
(2) 委員会資料・審議結果等の作成及び情報公開 

(a)委員会資料の配付について 

１) 当日の委員会資料の配付は、原則として傍聴者を含め全ての委員会参加者に配布する。 

ただし、公表できない資料（例えば、貴重種の生息場所が特定できる資料）などは配布

しない。 

２）委員会後、委員会資料の請求があった場合は、残部の範囲内で送料負担の条件で提供

する。 

(b)議事録等の作成及び公表について 

３）審議結果の取りまとめ及び審議内容の公表は、委員会の責任において行う。 

４）作成する議事録は、議事のプロセスが分かるようなものとし、作成のうえ公表する。

作成にあたってはプライバシー、貴重種の生息場所等、公表できない情報の取り扱い

に配慮する。 

５）議事概要（１枚程度のもの）は、必要に応じて、庶務が作成し、委員長が確認のうえ、

公表することができる。 

６）公表する議事録の発言（委員・河川管理者によるもの）は、氏名の明記を要しない。

反対意見等特に発言者を明記すべき必要のある発言に限り氏名を明記する。 

７）公表する議事録の発言（一般の方・書面によるもの）は、あらかじめ了解を得たうえ

で、原則として氏名を明記する。 

８）公表する議事録の発言内容（委員、河川管理者、一般傍聴者によるもの）は、発言者

の確認を必要とする。 



情報公開の方法 

 

９）作成された議事録は、出席委員全員及び河川管理者による確認のうえ、委員長が最終

確認を行って、確定するものとする。 

(c)配付資料、議事録等の公表の方法 

10）配布資料（委員会参加者に配布する資料）及び議事録の公表手段は、ホームページ及

び閲覧を基本とする。 

11）審議内容について確認の要望があり、議事録の内容を確認する必要が生じた場合等、

委員長が必要があると認めたときは、審議内容の当該部分を録音したテープ（再生）

を聴取または複写テープの交付を行う。 

 
(d)ニュースレターの発行 

12）流域委員会としてニュースレターを、適宜発行する。 

 

(3) その他 

・ 流域委員会は、大和川流域委員会規約(案)第６条の６に基づいて、委員会の場で関係す

る自治体等から意見を聴くことができる。 

・ 一般傍聴者の発言に関して、別紙のルールを定め、会議開催前に配布するものとする。 




